
森大輔法律事務所主催 社会保険労務士様向けセミナー

森大輔法律事務所 講師紹介

働き方改革の法律案が国会で通り、企業には待ったなしの対応が迫られています。このセミナーで
は新たな制度を解説すると共に、実際にどこに注意しなければならないのかを弁護士が解説します。

就業規則のどの部分をどのように変更すればいいのか知りたい

働き方改革で、実際に何を変えるべきなのか分からず不安である

クライアントへの今後の具体的な対応が固まっていない

こんなお考えを持つ社会保険労務士の方々はご参加をお勧めいたします！

“働き方改革”待ったなし！

働き方改革で変わる
中小企業の労務管理
～働き方改革法案の実態とは～

11月 2日（金）18時～20時 同一労働同一賃金
ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件 最高裁判決を踏まえた実務対応

12月11日（火）18時～20時 働き方改革法案概要説明
長時間労働抑制（残業規制）、時間管理における留意点
※20時以降より懇親会を実施します。ご参加いただける方は裏面の参加申込み欄にチェックをしてください。

弁護士 森 大輔

平成21年 東京弁護士会登録
伊礼綜合法律事務所にて5年半勤務

平成27年 森大輔法律事務所を開設
労働事件、債権回収、不動産案件を多く経験

弁護士 太田 誉康

平成26年 東京弁護士会登録
平成28年 森大輔法律事務所入所
平成29年 社会保険労務士登録

お問い合わせ先／森大輔法律事務所
TEL：03-6226-5096 FAX：03-6226-5097
URL：http://moridaisukelawoffices.com/



講座概要

セミナーテーマ

当事務所では都内の社会保険労務士様を対象にしたセミナーを定期開催しております。今回は、
働き方改革法案、そして最新の裁判例（ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件）を題材とし、
働き方改革ガイドラインへの対応として、長時間労働や、同一労働同一賃金への対応等に関する
実務を詳しく知っていただきます。本セミナー通じて、社会保険労務士の先生方の知識研鑽、実
務対応のお手伝いができればと思っております。

セミナー日時

開催概要

参加ご希望の方は、下記の枠内をご記入のうえ、FAXにてご返送下さい

締切：10月26日(金) FAX： 03-6226-5097

〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目15番1号 南海東京ビルディング
TEL：03-6226-5096 FAX：03-6226-5097 http://moridaisukelawoffices.com/

貴 所 名 ご芳名

ご 住 所

ご 連 絡 先 【TEL】 【FAX】

Eメールアドレス ＠

参 加 希 望 □すべて □同一労働同一賃金（11/2） □働き方改革法案概要（12/11）

懇 親 会 参 加 希 望 □11月2日 □12月11日 □未定 □不参加

中小企業に求められる働き方改革への具体的対応策

11月 2日（金）18時～20時 同一労働同一賃金解説
ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件 最高裁判決を踏まえた実務対応

12月11日（火）18時～20時 働き方改革法案の概要
長時間労働抑制（残業規制）、時間管理における留意点

南海東京ビルディング地下2階会議室
当事務所が入居するビルになります。

〒104-0061
東京都中央区 銀座5丁目15番1号
南海東京ビルディング地下2階会議室
※人数により開催場所を変更する可能性があります。

会場

参加費用

参加費用1回につき2,000円（顧問先様は無料）
懇親会費用4,000円（任意でのお申込みとなります。）

東京メトロ東銀座駅「6番出口」直結


